
懲戒処分のいろは

第２回

2023年

10/18
（水）

15:00-16:30

問題を起こした社員に対し、会社が制裁として懲戒処分を課すこ
とがありますが、誤った懲戒処分をしてしまうと、会社と社員の
間で思わぬトラブルが生じることがあります。本セミナーでは、
懲戒処分を課す際に求められる法律上の要件や懲戒処分の種類の
ほか、懲戒処分がどのような場合に有効・無効と判断されるのか
について、具体的な事例を紹介しながら分かり易く解説します。
会社・社員いずれの立場においても把握しておくべきテーマと

なっております。皆さま、奮ってご参加ください。

講師紹介

松久 僚成 弁護士

平成29年 弁護士登録
◆重点取扱分野
労働法、不動産、家事事件等

才木 晴幹 弁護士

平成23年 法務省入省
（国家公務員Ⅰ種法律職）

令和元年 弁護士登録
◆重点取扱分野
労働法、企業法務、一般民事等

当事務所は、大阪・東京・京都に事務所を有し、日常生活のトラブルから、国内外の企業法務まで
幅広くサービスを提供するとともに、それぞれの分野で日々専門性を磨いています。
このたび、企業経営者様、管理者様又は個人の皆様を対象に、様々な法分野における昨今のトピッ
クス等を踏まえて、連続セミナーを開催いたします。
本年度のみならず次年度も連続して開催予定ですが、ご興味のあるテーマがございましたら、お気
軽にご参加ください。

問合わせ先 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所（https://www.umegae.gr.jp/）

参加費無料

オンライン
開催

（ZOOM）

日系企業の中国からの撤退方法とその法的リスク

複雑かつ変化が激しい国際情勢・中国情勢の中で、一部の日系企業
は安定的なサプライチェーンを確保するため、中国大陸地区におけ
る生産の中止または縮小を検討しています。
中国からの撤退又は生産規模の縮小に当たっては、どのような方法
を取るのが合理的かを検討する必要があり、その前提として、それ
ぞれの法的リスクを知っておく必要があります。この点、中国で施
行されたばかりの個人情報保護法に対する対策も必要です。
本セミナーでは、当事務所が提携している中国律師と、当事務所の
弁護士が日本語でわかりやすく解説しますので、ご参加をお待ちし
ております。

第１回

2023年

9/22
（金）

15:00-16:30

模倣品対策

模倣品対策は「いたちごっこ」でキリがないとも言われ、費用対
効果の面から疑問視されることも多いですが、放置しておけば被
害は拡大し、ブランド保護・企業イメージ保護の観点からも、早
期かつ積極的な模倣品対策への取り組みが求められます。特に、
昨今では、日本国内での対策にとどまらず、海外における模倣品
対策も事業の成否においては重要となります。
「模倣品」と言っても、自社ブランドや商標の模倣、デザインの
模倣、著作物の模倣等様々な「模倣」が想定され、横断的に対策
を検討する必要があります。
今回のセミナーでは、このような模倣品に対する対策について、
お話をさせていただきます。

講師紹介

犬飼 一博 弁護士

平成23年 弁護士登録・弊所入所
平成26年 弁理士登録
平成31年 弊所パートナー弁護士就任
令和5年4月 学校法人常翔学園摂南大学農学部

客員教授（現職）
◆ 重点取扱分野
知的財産、不正競争防止法、企業法務、M&A、
医療関係等

第３回

2023年

11/17
（金）

15:00-16:30

講師紹介

三好吉安 弁護士

平成14年 弁護士登録・弊所入所
平成17～19年 上海留学

（華東政法大学大学院等）
平成20年 弊所パートナー弁護士就任
◆重点取扱分野
企業法務、中国関連案件等

張 康亮 中国律師（弊所提携律師）

平成22年 中国律師登録
令和3年 北京徳和衡（蘇州）律師事務所
にパートナー律師として就任
◆重点取扱分野
日系企業の進出・撤退による法的業務等

弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所
ONLINE 秋期連続セミナー

犬飼 一博

三好 吉安

松久 僚成

張 康亮

才木 晴幹



【お申込みフォーム】
申込〆切：各セミナー開催日の１週間前

下記の①WEB or ②FAX によりお申し込みください。
参加用URLについては、開催前にお申込みのメールアドレス宛にお送りさせていただきます。

▶お申込み方法①
下記のＵＲＬ又は二次元バーコードからアクセスし、必要事項をご入力の上、お申込みくだ
さい。（グーグルフォームを利用しています。）
※当事務所ホームページ（https://www.umegae.gr.jp/）からもお申し込みできます。

お申込み用ＵＲＬ お申込み用二次元バーコード

https://forms.gle/dT7xbB52JRqmb4Wg7

▶お申込み方法②
本書面をご利用の上、当事務所までFAXにてお申込み下さい。

参加申込書

FAX送付先 06-6311-1074

申込先 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 セミナー担当 宛

参加希望セミナー

①「日系企業の中国からの撤退方法とその法的リスク」

②「懲戒処分のいろは」

③「模倣品対策」

※ご参加希望のセミナーに「〇」を記入してください。

貴社名

ご所属（部署名）

ご参加者ご氏名

電話番号 FAX

メールアドレス

弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 大阪事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満４丁目３番２５号 梅田プラザビル２階（受付）
TEL 06-6364-2764 FAX 06-6311-1074

●当事務所はSPEEDY（迅速性）SPECIALTY（専門性）SINCERITY（誠実性）を行動理念とする総合法律事務所です。詳しくは、
当事務所H P をご高覧ください。（https://www.umegae.gr.jp/）

●本申込書に記載された個人情報は、本セミナーの運営のほか、当事務所からのご案内に利用させていただきます。当事務所の
個人情報の取扱については、当事務所HPをご確認ください。（https://www.umegae.gr.jp/privacy_policy.html）

お問合せ

https://www.umegae.gr.jp/
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